


９月議会報告…………………………のもとよしみの一般質問
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平成22年4月１日現在、特

別養護老人ホームへの入居

を待つ介護度４、５のお年より

は、市内で2554人。団塊の

世代の高齢化で、施設に入

れない「施設難民」はますま

す増える心配があります。し

かし、特養をどんどん建設す

れば、市の財政負担は膨ら

み（建設補助金として１床あ

たり450万円）、高齢者人口

のピークを過ぎると今度は特

養が過剰になるという問題

がでてきます。

また、高齢者の暮らしを支える
には、日常生活圏内に保健、医

療、福祉の機関や人材があり、

それらを結びつけるしくみや人

が必要です。そこで、生活圏ご

とに施設や医療機関、課題など

を把握し、その解決に取り組み、

市全体の施策に反映させてい

くよう求めました。

そこで、高齢者保健福祉計
画の策定にあたっては、中長

期的な視点をもち、グループ

ホームなどの施設や既存住

宅の改修、在宅サービスの

充実など、施設難民を発生さ

せない総合的な取り組みを

検討するよう求めました。

■暮らしのサポートは、中長期的な視点で生活圏ごとに

■在宅ケアを支えるために

「自宅で療養したい」「最期
を自宅で迎えたい」という願いを

かなえるには、２４時間３６５日の

訪問医療と訪問介護が必要で

す。３０分以内で往診できるの

が理想とされる在宅療養診療

所の状況などを質しました。

また、医師会が運営する在宅
ケア連携室への相談からは、認

知症や精神疾患に係る対策が

必要なことがわかりました。さらに、

介護認定にかかる日数は、21年

度で平均３４.４日、今年度４月か

ら６月の平均は３５.４日と長期化

しています。

国の基準である３０日に近づく
よう求めました。特に末期がん

の方など急を要する場合には、

速やかな認定ができるよう質しま

した。

■口腔ケア、摂食・嚥下リハビリの普及を

脳卒中などの後遺症や加齢

により、口から食べたり、飲み込

んだりするのが難しくなると、誤

嚥（ごえん）による肺炎を恐れ、

チューブ栄養になりがちです。し

かし、適切なリハビリを行なえば、

多くの方が口から食べられるよ

うになります。

東名厚木病院では、昨年度、

このリハビリで３６５人中、９割の

方が３食とも口で食べられるよう

になったそうです。

藤沢市では、在宅の寝たき

り高齢者を歯科衛生士が訪

問し、口腔ケアを行なう事

業を実施しています。

神奈川県内でも、医師や看護

師、歯科衛生士、言語聴覚士や

管理栄養士のみなさんが研究

会を立ち上げ、このリハビリの普

及に取り組んでいます。関係者

の理解や連携、人材育成が鍵

を握ります。本市も関係者と連

携し、口腔ケアやリハビリの普及

に努めるように求めました。

こうくう えんげ



３

●
実
施
計
画
を
策
定
す
る
に
あ
た
っ
て

夕張市の財政破綻をきっか

けに、総務省の指示で、自治

体の会計は企業会計の考え

方を取り入れ、資産や負債の

状況も公表することに。市で

は独自に中核市や政令市の

平均を計算。

財政はここ数年悪化してお

り、他の政令市に肩を並べよ

うとすれば、一気に借金が膨

らみます。政令市移行後の

財政をどう運営していくのか

質（ただ）しました。「政令指

定都市として、公共資産（＊）

を含めたサービスの水準の

向上を図ることと、負債を抑

制した健全な財政を維持す

ることは、相反する部分もあ

るが、どちらも重要であり、バ

ランスのとれた財政運営に

努めてまいりたい」との答弁。

そのバランスが問題です。

　

市民１人当たりの数値で本

市と比較した資料を作成（グ

ラフ参照）。資産も負債も、中

核市の平均以下であること

がわかります。

■他の政令市に追いつきたい！？　政令市移行後の財政運営は？

■大規模事業は客観的な評価を

生産人口の減少や景気の低

迷で、厳しい財政運営が続きま

す。また、既存の施設や道路、

橋梁、下水道などの維持管理コ

ストは優先して確保しなければ

なりません。

一方、限られた財源を有効に投

資していくためには、事業の客

観的な評価と市民の合意が必

要です。

わたしが導入を求めてきた

大規模事業評価制度について

は、全体事業費２０億円以上

の事業を対象とし、５０億円

以上の事業が外部委員会によ

って評価されることに。現在

は、外部委員会の構成員の検

討を進めているところだそう

です。

土地開発公社は、土地の先行

取得を目的として市が１００

％出資し、昭和４９年に設立。

すでにその役目は終わってい
ます。本年３月末現在、公社が

保有する土地は、平成４年に取

得した土地を含め約２１４億円。

市が土地を買い戻し、事業化す

るには、膨大な予算が必要とな

ります。

新たな行政ニーズや財政状況

をふまえ、全ての事業を検証し、

公社の早期廃止に向けて取り

組むよう、要請しました。

■市民への情報公開を

わたしが求めてきた公共施設
白書は来年度の策定に向け、

方針や作業スケジュールなどの

検討中。また、財政白書は年度

内の発行をめざして準備を進

めているそうです。

21年度の決算を中心に他都
市との比較や各財政指標の年

次別比較を交えて分析し、市民

にわかりやすい内容で解説して

いきたいとのこと。

市政の情報は市民と職員の

共有財産。これからも市民への

積極的な情報公開を求めてい

きたいと思います。
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＊公共資産とは：道路、橋梁、公園、公共施設、ごみ処理場、斎場など

市は、総合計画（２０年計画）のスタートを政令市移行に合わせ、２２年４月スタートとしましたが、実施

計画については昨年度の策定を見送り、２３年度から３年間の計画を現在策定中です。市は、実施計画

（案）について１１月中旬からパブリックコメントを行い、来年１月に策定・公表することにしています。
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